別記第１号様式（第３条関係）
（表面）　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面）
	№　　　　　

通勤定期乗車券

通用期間　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　年　　月　　日まで

 ￥　　　　　　円

使用者名　　　　　　　様 　　歳
勤務先　　　　　　　　　　　 

　年　　月　　日発行

美唄市民バス西・東線

	
	注意事項
１　ご利用の際は必ず係員にお見せ下さい。
２　身分証明書は常に携帯し、係員の請求があれば必ず提示して下さい。
３　通用期間が切れたり不要になった時は必ずお返し下さい。
４　乗車券の再発行はいたしません。
５　乗車券の継続購入は、期間満了前にして下さい。
６　次のような場合は、乗車券を回収し、１日２回乗車した割合で普通旅客使用料をいただきます。
①　使用資格、氏名その他の事実を偽って購入したものを使用したとき。
②　券面記載事項を改ざんして使用したとき。
③　通用期間満了後のものを使用したとき。
④　使用資格を失った後に使用したとき。
⑤　他人名義の乗車券を使用したとき。
⑥　偽造した乗車券を使用したとき。
⑦　その他不正乗車の手段として使用したとき。



